
２月１日より、電子カルテが稼働しました。

これにより、愛媛労災病院は、患者さまの情報共有を推進し、より一層、患者

さまの安全管理・サービスの向上を目指して地域医療に貢献してまいります。

また、地域医療連携室では、患者様をご紹介いただく際に、地域医療連携室でシステム上の各

診療科の予約をお取りするようにしました。

是非、今後とも、患者さまのご紹介をお願い致します。

【ご紹介手順】

①地域医療連携室にご連絡

②地域医療連携室で予約日・時間を決定

③ＦＡＸで予約日・時間をお知らせ

○形成外科について
　２７年３月末をもって形成外科副部長の木暮医師退職の為、形成外科は一人体制となります。

　これに伴い、診療体制も形成外科としての外科診療は月・水・金の３日と大幅な変更となります。

　また、手術も一人でできる程度の局麻手術に限定します。急患のご紹介につきましても重症な症

　例や、入院加療を要すると思われる症例には対応が難しくなりますのでご容赦ください。

【診療科概要】

○腫瘍（ほくろ、粉瘤、脂肪腫、太田母斑等のあざ、その他）

○瘢痕（怪我や熱傷、手術による傷跡の修正、ひつきつりの修正）

○顔面やその他の体表面の外傷（切り傷、擦り傷、熱傷）

○美容（高濃度ビタミンＣ点滴療法、プラセンタ注射）

○陥入爪、巻爪（弾性ワイヤー、巻爪用クリップによる巻爪矯正）

○その他（わきが、褥瘡、刺青、加齢による眼瞼下垂症、内反症等々）

【治療用機器】

●Ｑスイッチルビーレーザー

　大田母斑などの病変の治療に効果を発揮します。

●超音波手術器

　わきがの治療用に導入し、好成績をあげています。

●ＩＰＬ（光治療器）

　しみ・そがかすの治療、肌質改善、脱毛に効果を発揮しています。

形成外来

受付時間 月 火 水 木 金

午前 黒住　望 形成外来 漢方外来 形成外来 漢方外来
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○総合診療科（甲状腺外来/禁煙外来）

27年4月より診療体制が変更となります。

毎週木曜日９：００～１７：００　総合診療科(甲状腺外来・禁煙外来)　味生　俊　医師

　甲状腺外来では、甲状腺および副甲状腺疾患の診断と治療を行います。対象疾患は以下のものに

　なります。また、複数の症状がある場合や複数の科にまたがる病気が疑われる場合、どの診療科

　に行けばよいか分からない患者様も是非総合診療科（甲状腺外来）にご紹介ください。

　【対象疾患】

　甲状腺ホルモンの異常をきたす疾患（バセドウ病、橋本病など）

　炎症性疾患（亜急性期甲状腺炎、急性化膿性甲状腺炎など）

　甲状腺腫瘤をきたす疾患（癌、良性腫瘍（腺腫、腺腫様甲状腺腫など））

　副甲状腺機能亢進症（原発性、二次性）

　副甲状腺腫瘍（良性及び悪性）

　その他頸部腫瘍（リンパ節腫瘍など）

完全予約制です。

　喫煙は医学的・保健衛生学的に見て「百害あって一利なし」であることは、万人の認めることと

なってきつつあります。当院も2013年4月から「敷地内禁煙」が義務づけられ、それに伴い「禁煙

外来」を開設しました。「ニコチン依存症」の診断基準を満たす方のうちタバコを止めたいけどなか

なか止められない方が対象となります。

【主な診療内容】

・医師や看護師などによるカウンセリング

・禁煙補助剤（ニコチンパッチやチャンピックス）の処方

　治療期間は10～12週間となります。健康保険が適応されます。

　月～金の午前中外来診療を行う予定です。

　詳細については、４月の地域医療連携ニュースでお知らせします。

甲状腺外来

禁煙外来

４月からの診療体制ついて 

      地域連携に係るお問い合わせは下記までお願いします。 
 

            愛媛労災病院 地域医療連携室 
 

 TEL：０８９７－３３－６１９９  ＦＡＸ：０８９７－３３－６１９８ 

脳神経外科を再開します！ 


